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 令和 5年度 第 2回高齢者福祉専門分科会  

議事録 

開 催 日 時 令和 5年 10月 13日（金） 午後 2時 00分～午後 4時 00分 

開 催 場 所 堺市役所 12階 第 3・4会議室 

出席者委員 
大江委員、大谷委員、大町委員、岸本委員、木谷委員、黒田委員、小山委員 

白井委員、田中委員、種橋委員、西尾委員、宮田委員、宮本委員 

欠 席 者 岡原委員、鹿嶋委員、片田委員、隅野委員、辻委員 

事 務 局 

長寿社会部長（佐野 庸子）、長寿支援課長（杉中 淳志）、長寿支援課参事（幸地 仁詩）、

介護保険課長（定光 紀尚）、介護保険課参事（山田 美佐）、介護事業者課長（増田 宜

典）、地域共生推進課長（阿加井 博）、地域共生推進課参事（安齋 智子） 

案 件 

1 「堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」現行計画の振返りと今後の方向性

について……【資料 1～4】 

2 第 9期介護保険事業計画（令和 6（2024）～8（2026）年度）における介護保険料等

について……【資料 5～7】 

資 料 

資料 1－1 第 8期計画 計画の振返り等について 

資料 1－2 第 9期計画 KPI及び施策の順番の見直しについて 

資料 2   令和 5年度 第 1回堺市地域包括ケアシステム審議会のご意見について 

資料 3   第 9期計画 基本的な考え方 ＜検討資料＞ 

資料 4   第 9期計画 施策展開 ＜検討資料＞ 

資料 5－1 堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和 3～5 年度）に基づ

く介護保険施設の選定状況等（令和 5年 9月現在） 

資料 5－2 堺市における日常生活圏域別施設数（令和 5年 9月現在） 

資料 6   特別養護老人ホーム待機者状況等調査結果概要 

資料 7   第 9期計画 介護保険事業計画（令和 6（2024）～8（2026）年度）にお

ける介護保険料等について 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

事務局  只今より令和 5年度第 2回高齢者福祉専門分科会を始めさせていただきます。 

 皆さまには大変お忙しいなか、ご出席いただきまして、 誠にありがとうござ

います。司会を務めさせていただきます、長寿支援課の田川でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日ご欠席の委員の方々は、岡原委員、鹿嶋委員、片田委員、隅野委員、辻委

員の 5名です。 

ご出席の委員は 13名であり、全委員数の過半数となりますので、堺市社会福

祉審議会規定第 6 条第 2 項により、会議は有効に成立していることをご報告い

たします。 

 本日、机上に配布しております資料の確認をいたします。4点あります。1点

目は委員名簿でございます。2点目は資料 2の追加資料でございます。3点目は

資料 5－2の差替え、4点目は資料 6の差替えでございます。資料 5－2、資料 6

については、事前に送付しておりました内容に誤りがございました。お詫びい

たします。申し訳ございませんでした。 

 以上、追加資料について不足等はございませんか。 

 次に、会議の公開等についてご説明いたします。本分科会は堺市社会福祉審

議会要綱第 3 条により、原則公開となっております。本日傍聴される方は 1 名

でございます。 

本日の案件は 2 件です。ここからの議事進行については、黒田会長にお願い

します。 

  

黒田会長  それでは、第 2 回高齢者福祉専門分科会を始めてまいりたいと思います。年

度後半になりました。今日を含めて 3回この分科会の開催を予定しています。   

介護保険事業計画、第 9 期の事業計画を策定することとなります。どうぞ活

発な議論をお願いいたします。 

 議事の進め方ですが、次第のとおり、今日は 2 つの案件があります。資料は

それぞれ案件 1、案件 2と複数ありますが、資料ごとではなく、案件ごとにいろ

いろご意見を伺いたいと思います。 

それでは案件 1「堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」現行計画の振

返りと今後の方向性について、資料 1 から資料 4 まで、事務局よりご説明お願

いします。 

  

事務局 介護保険課の山田と申します。 

案件 1では、「堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」現行計画の振返

りと今後の方向性について、説明させていただきます。 

資料 1－1 と資料 1－2 が、現行計画の振返りと今後の方向性等に関する資料

です。 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

資料 2と本日机上配付しました資料 2（追加資料）は、高齢者施策に関連する

他の審議会等の議事内容に関する資料です。 

資料 3 と資料 4 は、計画策定の基本的考え方と施策展開に関する検討資料で

ございます。 

それでは、まず、私の方からは、資料 1－1 と資料 1－2 について説明させて

いただきます。資料 1－1「第 8期計画の振返り等について」をご覧ください。 

資料 1－1では、施策ごとに、KPIの評価、専門分科会でのご意見など現行計

画の振返りを行い、第 9 期計画における施策・事業の方向性を記述し、あわせ

て KPI見直しについてもまとめています。 

資料の 2ページをご覧ください。「自立支援・介護予防・健康増進の取組の推

進」です。KPIの達成度は「×」としています。 

この施策については、このページの一番下「KPIの見直し」のとおり、指標の

対象を要支援に限定して「認定率」の低下をめざすよりも、対象を要支援・要介

護に広げて「年齢」に注目する方が、健康寿命の延伸に向けた取組の状況をよ

り分かりやすく表すことができると考えられます。 

そのため、KPIを見直すこととし、変更前では「前期高齢者の要支援認定率」

としていたものを、変更案では、「新規要支援・要介護認定者の平均年齢」とし

ました。 

前期高齢者の要支援認定率に限定して事業の評価を行うのではなく、年齢や

対象者の状態に注目した施策展開を進めていきます。 

資料 3 ページをご覧ください。「在宅ケアの充実および連携体制の整備」で

す。KPIの達成度は「×」としています。 

この施策については、このページの一番下「施策・事業の推進について」のと

おり、総合的な相談支援体制の整備として、重層的支援体制整備事業の実施、

在宅医療の整備目標と介護サービス見込み量との整合性の確保等を行います。 

資料 4ページをご覧ください。「介護サービスの充実・強化」です。KPIの達

成度は「○」としています。9月時点の数字を確認し、目標が達成できる見込み

となりました。 

この施策については、このページの一番下「施策・事業の推進について」のと

おり、多様な介護人材の確保に向け、大阪府と連携して取り組んでいきます。 

なお、現在、国では、介護職員の報酬改定が議論されており、この KPIの「特

定処遇改善加算」についても見直しが行われています。介護職員の処遇改善は

介護人材の確保の有効な手法であると考えられます。現時点では現行どおりの

指標としていますが、国での見直しが行われた場合には、よりよいかたちで評

価をできるよう、KPIの見直しも進めていきます。 

資料 5ページをご覧ください。「認知症施策の推進」です。KPIの達成度は「○」

としています。 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

この施策については、ページの一番下「施策・事業の推進について」のとお

り、前回の分科会でもご議論いただきましたが、養成されたサポーターの活動

支援を強化するため、ステップアップ講座等を実施していきます。 

資料 6ページをご覧ください。「高齢者が安心して暮らし続けられる都市・住

まいの基盤整備」です。KPIの達成度は「○」としています。 

この施策については、ページの一番下「施策・事業の推進について」のとお

り、権利擁護支援の推進、災害など緊急時に備えた支援の充実を進めます。 

また、KPI については、第 8 期計画では、「業務継続計画・BCP を作成してい

る介護保険施設の割合」としていました。このことについては、前回の専門分

科会では、令和 6 年度から BCP 策定は法定義務となるため、第 9 期計画の目標

とすることは適当ではないとの議論がございました。 

そのため、このページの一番下「KPIの見直し」のとおり、KPIを見直すこと

とし、変更前では「業務継続計画・BCPを作成している介護保険施設の割合」と

していたものを、変更案では、「見守りネットワーク登録事業者数」としました。 

 様々な主体が協力して高齢者の課題に取り組み、高齢者が安心して暮らし続

けられる都市の実現をめざした取組を進めます。 

 資料 7ページをご覧ください。「高齢者の社会参加と生きがい創出の支援」で

す。KPIの達成度は「×」としています。 

 KPIについては、第 8期計画では、「様々な人や団体の参画により活性化され

た地域福祉活動の件数」としていました。このことについては、前回の専門分

科会では、継続的に活動している地域福祉活動の件数を目標に掲げることを検

討していただきたいとの議論がございました。継続的な活動を含めて評価する

方が、高齢者の社会参加の状況をより分かりやすく表すことができると考えら

れます。 

 そのため、このページの一番下「KPIの見直し」のとおり、KPIを見直すこと

とし、変更前では、「様々な人や団体の参画により活性化された地域福祉活動の

件数」としていたものを、変更案では、「介護予防に資する住民主体の通いの場

への参加率」としました。社会参加を進め、閉じこもりからの脱却、身体機能の

向上につなげることをめざします。 

 続きまして、資料 1－2をご覧ください。 

 資料 1－1でご説明しました施策・事業の見直し、KPIの見直しに関連し、施

策の並び順について、資料 1－2のとおり変更することを検討しています。 

 資料の上の方に記載しましたとおり、令和 4 年 12 月に策定された国の「孤

独・孤立対策の重点計画」では、「介護予防や地域づくりの観点から、通いの場

の取組を推進する」こととされました。 

また、令和 5 年 5 月に成立した「孤独・孤立対策推進法」では、人と人との

「つながり」に関する施策を推進することとされました。 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

 「高齢者の健康増進」と、人と人とがつながる「社会参加」は、健康寿命の延

伸に向け関連が深い施策といえます。施策の並び順を以下のとおり見直し、体

系を整理します。 

 また、専門分科会での意見等を踏まえ、KPIの見直しを行います。 

 計画策定にあたりましては、この順番に施策を並べなおし、計画素案の作成

を進めていきます。 

 資料 1－1、資料 1－2について、説明は以上でございます。 

 

長寿支援課の渡部と申します。私からは資料 2 について説明させていただき

ます。 

フラットファイルの中の資料 2、あわせて、本日机上配付しました、資料 2（追

加資料）をご覧ください。 

 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、地域包括ケアシステムの深化・

推進を行うものであることから、関連する審議会等の審議内容についてもこの

場で紹介させていただきます。 

 資料 2をご覧ください。この資料は、令和 5年 8月 18日に開催しました「堺

市地域包括ケアシステム審議会」の議事概要です。この審議会では、「堺市地域

包括ケアシステムの推進に関する施策に係る総合的な計画」に基づいた事業の

進捗状況を確認し、ご意見をいただいています。 

表の中の番号 1 では「介護予防マネジメント会議」について、検討会議を増

やすようご意見をいただきました。 

 番号 3 では「地域包括支援センターの機能強化」について、相談内容の複雑

化等に対応できるように、体制の強化等を進めるようご意見をいただきました。 

 番号 5 では、地域包括ケアシステム審議会の検討結果をこの分科会でも議論

すべきとのご意見をいただきました。 

 2ページ目、番号 11では、日常生活支援総合事業を推進するようご意見をい

ただきました。 

 あわせて、別途机上配付しました資料 2（追加資料）をご覧ください。この資

料は、令和 5年 10月 6日に開催しました「堺市高齢者ネットワーク会議」の議

事概要です。「高齢者支援ネットワーク会議」では、高齢者支援のネットワーク

の構築をめざして、課題を検討し、ご意見をいただいています。 

 表の中の番号 2 と 3 では、ICT の取組について、スマホを持っていない高齢

者に対してどのような支援をしていくかが大事であると同時に庁内外の関係部

局や団体と連携をとりながら進めていくことが大事であるとのご意見をいただ

きました。 

 番号 4 では、高齢者ネットワーク会議と地域包括ケアシステム審議会の検討

結果について、この分科会でも議論すべきとのご意見をいただきました。 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

 これらは、議事の抜粋ですが、専門的な観点から、また、様々な視点からご意

見をいただきましたので、これらを踏まえながら、第 9 期計画の計画素案の作

成を進めていきます。 

資料 2の説明については以上です。 

 

長寿支援課の青木です。私からは、資料 3「第 9期計画 基本的な考え方」と

資料 4「第 9期基本計画 施策展開」の検討資料について、ご説明します。 

資料 3、資料 4 につきましては、素案を作成するに当たっての検討資料とし

てお示ししており、本日、皆様方からご意見をいただけたらと考えております。 

 まず、資料 3 の 1 ページをご覧ください。前回の専門分科会でもご説明いた

しましたように、次期計画の基本理念は、資料の中ほどに記載した「安心 す

こやか 支え合い 暮らし続けられる堺」にしており、地域包括ケアシステム

の理念を中心に記載しています。 

 2ページをご覧ください。2ページには、計画目標を記載しています。計画目

標は、ひとつめ「安心で心豊かに暮らし続けられる」、ふたつめ「すこやかに暮

らし続けられる」、3つ目「支え合い暮らし続けられる」で、現行計画から変更

ありません。 

 3ページをご覧ください。3ページには、KGIについて記載しています。重要

目標達成指標である KGIについては、第 8期に引き続き「指標」は「健康寿命」

とし、「堺市基本計画 2025」の目標値をもとに、第 9期計画の「目標値」を男性

73.54年、女性 76.54年としています。 

 4ページをご覧ください。4ページには、資料 1－1及び資料 1－2でご説明し

た内容を施策体系として記載しております。 

続きまして、資料 4「第 9期計画 施策の展開 検討資料」をご覧ください。 

資料 4 の 1 ページをご覧ください。各施策の推進に際して、ターゲットとす

る対象像を見据えて戦略的に事業構築を図る観点から、自立期、要支援・軽度

期、中重度・終末期など、高齢者の状態に応じて効果的に事業を実施します。 

資料の中ほど、番号の 1「高齢者健康増進施策・自立支援の取組の推進」につ

きまして、KPIの「指標」を「前期高齢者の要支援認定率」から「新規要支援・

要介護認定者の平均年齢」に見直します。 

目標値については、「検討中」としており、指標の推移や他市比較等の分析を

踏まえて検討し、改めて 11月の専門分科会にお諮りします。 

 次に、資料の 2ページ、下の方をご覧ください。 

(2)リハビリテーション専門職を活かした取組の推進に関しまして、先ほど資

料 2 でご説明しました「地域包括ケアシステム審議会」と「高齢者支援ネット

ワーク会議」では、介護予防ケアマネジメント検討会議の回数やマンネリ化に

ついて、ご意見をいただきました。 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

 資料の 3 ページの 4 行目において、介護予防ケアマネジメント検討会議の推

進について、記載しました。 

介護予防ケアマネジメント検討会議の実施を通じて、リハビリテーション専

門職を含む多職種が協働して対象者の状態の評価・検討を行い、ケアマジメン

トの質の向上、高齢者の QOLの向上をめざします。 

 次に、(3）介護予防・生活支援サービス事業の推進に関しまして、前回の専門

分科会で、介護人材の不足に対して、多様な主体による介護について、ご意見

をいただきました。 

 (3)の 3行目において、介護予防・日常生活支援総合事業の充実について、記

載しました。多様な主体がサービスを提供する、介護予防・生活支援サービス、

介護予防・日常生活支援総合事業について、充実を進めていきます。 

なお、資料には記載していませんが、多様な主体の参加による介護について

は、総合事業の住民主体サービスで、取り組んでいる自治体もあります。 

現在、国において、総合事業の実施状況等の検証と充実に向けた検討会を立

ち上げ、議論が開始されています。本市においても、今後、国の動向や先行実施

している他市の状況等を調査・研究しながら、検討を進めていきます。 

 次に、(4)生涯にわたるこころと体の健康の増進に関しまして、3行目にライ

フステージの特徴を踏まえた生涯にわたる市民の健康増進を支援することを記

載しました。市民活動の推進、保健医療関係団体との連携、健康施策の推進な

どを通じて、自然に健康になれる環境整備に取り組みます。 

 続きまして、資料の 4ページをご覧ください。 

番号の 2「高齢者の社会参加と生きがい創出の支援」に関しまして、前回の専

門分科会において、継続的な地域福祉活動を測る指標について、ご意見をいた

だきました。 

 このことについて、KPIの「指標」を「様々な人や団体の参画により活性化さ

れた地域福祉活動の件数」から「介護予防に資する住民主体の通いの場への参

加率」に見直します。現状値は「調査中」であり、現状を踏まえた目標設定につ

いて、検討を行います。目標設定については、改めて 11月の専門分科会にお諮

りします。 

 続きまして、資料の 7ページをご覧ください。 

番号の 3「高齢者が安心して暮らし続けられる都市・住まいの基盤整備」に関

しまして、前回の専門分科会では、KPIの指標について、ご意見をいただきまし

た。このことについて、KPIの「指標」を「BCP作成事業所の割合」から「見守

りネットワーク登録事業所数」に見直します。目標値は、現状値から増加させ

ることを目標として、令和 8年度の目標を 2,600件に設定します。 

 次に、資料の 8ページをご覧ください。 

(3)災害や感染症対策に係る体制整備と支援に関しまして、前回の専門分科会
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

では、避難確保計画等について、ご意見をいただきました。 

 このことについて、資料の中ほどに【災害時避難支援】の取組を記載しまし

た。浸水想定区域にある社会福祉施設等の適切な避難確保に向けた取組を推進

します。 

次に、資料の 9ページをご覧ください。 

資料の下の方(5)権利擁護支援の充実に関しまして、前回の専門分科会では、

権利擁護サポートセンターの充実等について、ご意見をいただきました。この

ことについて、3行目以降で、権利擁護サポートセンターの運営等を記載しまし

た。 

市民後見人の養成や活動支援、専門職による相談支援等、事業の一層の充実

を進めます。さらに、権利擁護支援を必要とする高齢者が適切に制度を利用で

きるよう地域包括支援センターと連携し、成年後見制度の利用促進を拡充して

いきます。 

 続きまして、資料の 11ページをご覧ください。 

番号の 4「認知症施策の推進」に関しまして、5 行目に、本年 6 月、「共生社

会の実現を推進するための認知症基本法」が成立したことを記載しました。 

同法第 13条で、「市町村認知症施策推進計画」の策定が努力義務となりました。

当該計画で規定すべき事項については、本計画に含まれていると考えており、

別途、計画を策定するのではなく、本計画が「認知症施策推進計画」を包含する

ものとして策定することを予定しています。 

なお、今回の資料には記載していませんが、認知症の方や家族等の意見を聴

くため、現在、当事者の方等へのアンケート調査を実施しています。調査結果

については、次回 11月の専門分科会において、報告いたします。 

 本施策の KPI については、認知症に対する正しい知識と理解が施策を進める

基盤となることから、「指標」は、引き続き、「認知症サポーターの人数」としま

す。目標値は、これまでの認知症サポーターの増加率を維持させることとし、

令和 8年度で 103,000人に設定します。 

前回の専門分科会におきまして、認知症サポーターの実際の活動内容が重要

とのご意見をいただきました。 

このことについて、資料の 12ページをご覧ください。 

(2)認知症に関する理解の普及や啓発の推進 に関しまして、「また」の段落で、

ステップアップ講座の開催や関係機関と連携した活動の場の創出等を記載しま

した。これからも、より積極的に認知症サポーター等の活動を促すなど、地域

で認知症の方やその家族を支える機運・仕組みの醸成を図ります。 

 続きまして、資料の 13ページをご覧ください。 

番号の 5「在宅ケアの充実および連携体制の整備」について、KPIは高齢者の

相談内容・期間が複雑化・長期化していることを踏まえ、引き続き「指標」は、



 9 

議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

「地域包括支援センターの援助件数」とします。 

目標については、相談支援に関して質的にも量的にも充実させる必要がある

ことから、高齢者への援助数を増加させるため、令和 8年度の目標値を 170,000

件に設定します。 

次に、資料の 14ページをご覧ください。 

(2)地域包括支援センターの運営 について、先ほど資料 2 でご説明しました

「地域包括ケアシステム審議会」では、地域包括支援センターの機能強化につ

いてご意見をいただきました。 

このことについて、2つ目の段落で、地域包括支援センターの体制の整備や効

果的な研修の実施等について記載しました。地域包括支援センター職員の支援

力の向上を図っていきます。 

 次に、（3）総合的な相談支援体制の整備 については、前回の専門分科会では、

相談先の整備、また、重層的支援体制整備事業について、ご意見をいただきま

した。 

このことについて、2行目以降、関係機関の連携強化、重層的支援体制整備事

業について記載しました。他分野の関係機関とも効果的に連携し、チームによ

る支援を推進していきます。 

続きまして、資料の 16ページをご覧ください。 

番号の 6「介護サービス等の充実・強化」につきまして、KPI「指標」は、引

き続き、「特定処遇改善加算を取得し介護人材の安定的な確保に努めている事業

所の割合」としています。 

対象事業所の取得率を毎年度 1.6％以上増加させることをめざし、目標値を

75.80％に設定します。 

 (1)2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備につきまして、前回の専

門分科会では、介護人材の確保について、ご意見をいただきました。 

このことにつき、大阪府と連携した介護助手等の普及について、記載しまし

た。 

また、優れた取組を行う介護事業所、介護職員の表彰や職責別に体系化した

研修の実施により、介護事業所の人材の育成及び定着支援を行います。 

 

案件 1「堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」現行計画の振返りと今

後の方向性について」、説明は以上でございます。 

 本日、委員の皆さまからご意見をいただき、その内容を踏まえ、第 9 期計画

の素案の策定を進めます。次回 11月の専門分科会におきまして、計画素案をご

審議いただきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。 

  

黒田会長  案件 1 に関して、資料 1 から資料 4 の説明をしていただきました。案件 1 に
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

関して何かご質問、ご意見はございませんか。ぜひ発言いただきたいと思いま

す。 

特に案件 3 と 4 については、介護保険事業計画に書き込んでいただく内容を

ご説明いただきました。何かご意見ないでしょうか。 

  

宮田委員  資料 4 の 3 ページの介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業に

ついてですが、2015年から総合事業自体は始まっています。住民主体型、いわ

ゆる B 型についてのお話もあったかと思います。ただ、基本的に総合事業は進

んでいない。これは堺市だけの話ではなく、全国的に総合事業が進んでいませ

ん。その中で国では要介護 1、2もという話が出てきているような状況ではあり

ますが、基本的には制度設計に大きな問題があると考えています。 

 B型が進んでいないのは、堺市が頑張っていないからではありません。それか

ら条件緩和型など、厚生労働省の言うとおりにしていたら進まないと思ってい

ますし、実際、全国的に見てもほとんど厚生労働省が当初予定していたような

かたちでは進んでいないのが実態だと思います。 

 中には評価できるものもあります。今日はあまり詳しいことは言いませんが、

住民主体にうまく乗るような地域は、この制度を利用したら良いとは思います

が、国が言うからというかたちで総合事業を堺市がやるとなると、かえって費

用対効果という面で、以前、確かヘルパー養成もされたと思いますが、結局、お

金の無駄遣いだったように思います。全然稼働していなかったと思います。 

 非常に前向きに書かれてはいますが、実際、やる時はきっちり精査していた

だいたうえで、本当に効果があるのかどうかをよく考えてやっていただきたい

と思います。あまり厚生労働省の言うことを鵜呑みにすると、ひどい目に遭う

ぞというところがあると思っています。 

 9 ページの権利擁護の充実についてですが、社会福祉の分野は数字で表すの

が難しい分野でありますので、なかなか苦しいなという KPI も多いと思ってい

ます。例えば、市民後見人の養成のこと。実際の受任の数字について、こういっ

たものは数字として表しやすいし、頑張ったら結果としてすぐに出てくるとこ

ろだと思うので、市民後見人を養成されている数、実際に何人受任されたかと

いうようなところについては、指標としてはすごく分かりやすい数字だと思っ

ています。 

 前回もお願いしたところですが、権利擁護サポートセンターの機能の充実と

人員について、予算の部分につきましても、ぜひご検討いただきたいと思いま

す。 

 虐待の対応については、非常に区ごとのばらつきが大きいと感じています。

基本的に各区の地域福祉課が対応するのですが、本庁としてきっちりまとめて、

このやり方はおかしいよ、これは権限の行使が必要だ、というようなことをや
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議        事        の        経        過 
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る仕組みがいるのではないかと思います。 

 虐待は究極の人権侵害だと思いますし、高齢者虐待防止法でも障害者虐待防

止法でも市町村の権限の行使で、市町村の責任において虐待を解消することに

なっている。市が責任を持って虐待を解消しなければならないというように、

法の中で位置付けられています。 

 細かい話をして申し訳ありませんが、例えば、虐待を認定したり、権限行使

を判断したりするようなコアメンバー会議については、厚生労働省のマニュア

ルの中でも決裁権限のある管理職がきちんと出席して、判断しなさいというこ

とになっています。多くのところは決裁権限のある管理職が参加して決裁する

というかたちが守られていますが、堺市は実は地域福祉課の課長さんは出席さ

れていません。堺市の場合、その辺ができていません。虐待は重大な人権侵害

であるという認識が地域福祉課の方で薄いのではないかと感じています。この

辺についてもぜひ検討していただきたいと思います。 

 ある程度、市、本庁でやっていただくような仕組みがあればと思います。か

なり区によってばらばらだなと思っていますので、ご検討いただけたらと思い

ます。以上です。 

  

黒田会長  何点か提案をいただきました。これに対するコメントがあればご発言くださ

い。 

  

事務局  長寿支援課の青木です。ご意見ありがとうございます。 

 総合事業については、さまざまな課題があるというところで、全国的にも取

り組みが進んでいないというのはおっしゃるとおりだと思っています。 

 方向性としては、こちらに記載しましたとおり、「充実」という書き方をして

いますが、充実もどのような充実の仕方ができるのかについては、課題や現状

を踏まえて検討しながら進めていきます。 

 権利擁護についてですが、指標については、市民後見人の数の養成となって

おりまして、数的には堺市はちょっと少ないのが課題として考えております。

予算の要望ついても、前向きに進めていこうと考えておりますので、よろしく

お願いします。 

 

 長寿支援課の幸地です。ご意見をいただきました虐待の件ですが、区によっ

てかなりばらつきがあるというところで、実際に確かに業務を行っているのは、

区役所の地域福祉課と地域包括支援センターが連携して行っているのですが、

基本的なルールやマニュアルは本庁で作成しています。 

今おっしゃっていただいたような課題があるようであれば、定期的に連絡の

場を設けていますのでそこで課題を共有して、区によって対応に差があっては
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いけないと思いますので、本庁としてもより連携を図っていきたいと思ってい

ます。 

  

黒田会長  1件目の介護予防・日常生活支援総合事業についてですが、これは介護予防、

生活支援サービス事業、虚弱な方に対する訪問などになりますが、一般介護予

防事業も総合事業の一部です。それに関しては、地域のつながりハート事業と

か、「あ・し・た」プロジェクトといったものに予算を使っています。ですから、

そういうものは介護予防ということで進めていく必要があると思います。 

 それから介護予防生活支援サービス事業も専門職による訪問の支援をやっ

て、要介護認定率を下げたといった実績を上げている自治体もあります。様々

な工夫が必要だろうと思います。 

 特に生活支援体制整備事業というのが一つあります。そういう事業との連携

を図っていくことも生活支援という点では必要ではないかと思います。 

 これからの進め方や議論、考え方について様々あると思いますが、どうぞ活

発にご意見をお願いします。 

  

大町委員  資料 1 の 3 ページ、高齢者の実態調査について、将来介護が必要になった場

合、現在の住宅に住み続けたいと考えている人が多い、と書かれています。な

ぜ多いのかという中には、施設に入りたくても費用が高すぎて不安でいっぱい、

年金で生活されている方は特にとても不安になって、施設に入りたいと思って

も無理なことが多いと言われています。 

 今、施設はたくさん作られていますが、年金の方でも安心して施設に入れる

ように、入ろうと思う人のことを考えていただきたいと思います。いかがです

か。 

  

黒田会長  事務局より何かコメントはありますか。 

  

事務局  長寿支援課の青木です。実態調査の件について報告いたします。昨年度実施

しました高齢者の実態調査については、いわゆる元気な高齢者と要支援になっ

ている方それぞれに調査を行いました。今のご質問の趣旨とは異なるかもしれ

ませんが、介護が必要になった場合、どのような暮らし方をしたいと思います

かという質問に対して、令和元年度と比較するとあまり大きな変化は今のとこ

ろございません。特徴的なところとしては、年齢ごとに言うと、年齢が上がる

につれて「介護を受けながら現在の住宅に住み続けたい」という割合が高くな

っております。 

  

大町委員  先ほどの話に戻りますが、年金で生活されている方が施設に入る場合、どの
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ような方法で、どれぐらい施設があるか一般の方はとても分かりません。その

辺りをどのようにアピールするのでしょうか。周りには不安がっている方がと

てもたくさんいらっしゃいます。 

  

大谷委員  来年度、従来型多床室が 80床開設されると思います。公的設備でいうと、従

来型多床室は一番費用が低くて、一般的に、年金の中でおさまる。今までは人

権を考えて、国の動きでも個室型、ユニット型だったと思いますが、大町委員

がおっしゃるように従来型多床室も特養の待機者が多いと思います。それに対

して今回対策を立てている。今後も、今回の 80床だけではなく調査していただ

いて、継続的にニーズがあるということなのかなと思います。 

  

黒田会長  後で報告される特別養護老人ホームのアンケート調査でも結果が出ていま

す。国は個室を広げていきたいという考えでしたが、多床室のメリットという

ことで、所得の低い方のためにそういう設備のほうがいいという意見もありま

した。後でまた報告いただくかと思いますが。 

とにかく今は施設サービスの種類が非常に増えてきています。今、大谷委員

がおっしゃったように、ケアマネジャーとか地域包括支援センターとか、資料

をそろえて相談に適切に対応していくのが重要だと思っています。 

 他に何かご意見ありませんか。 

  

大谷委員  宮田委員がおっしゃった総合事業に関することですが、総合事業の中に介護

予防マネジメントがあります。国は介護予防給付に関する指定は介護支援事業

所に指定を考えていますが、総合事業の介護予防マネジメントはあまり考えて

いないと聞いております。 

 今のまま、予防給付のみ委託相談支援事業所に指定ができるようになって、

総合事業の介護予防マネジメントは今までどおり地域包括だけの指定であれ

ば、要支援の方がアセスメントして、訪問看護を使うとなった場合、予防給付

になるが、訪問介護だけであれば総合事業の介護予防マネジメントになると。

そうなると、様々問題が出てきますので、地域包括支援センターの機能強化を

しようと考えるのであれば、国に対して予防給付のマネジメントと総合事業の

介護予防マネジメントは一体的にするべきだという意見を言うべきだと思いま

す。 

 もう一つは、BCPについてです。今般、BCPの達成率が 100％というのは、運

営基準上、介護保健施設は今年度中には BCP を策定しないといけないとあるの

で当然 100％です。今年度中に介護施設・事業所については BCPを作成します。

我々も BCP を作成しています。その中で BCP というのは業務の継続計画で、災

害と感染のために行うのですが、とりあえず作ったが、我々が感じているのは、
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この後のブラッシュアップです。とりあえずはあるが、様々災害がある中で、

どのように対応していかないといけないか。 

 計画を見させていただくと、集団指導と運営指導によって周知・指導を行う

とありますが、それだけではなく、来年度以降は我々事業所も研修と訓練を年

に 1 回はやらないといけなくなりますので、そういったところを堺市が主体と

なって研修の機会を少なくとも年 1 回以上開催していただくようなかたちで目

標設定をしていただきたいと思います。 

 毎年災害に対する BCP に関することでブラッシュアップしていくので、こう

いうことが非常に大事かなと思います。BCPは今年度中に作成するので、その後

のブラッシュアップについて目標設定が必要ではないかと考えます。 

  

黒田会長  2 点ご意見いただきました。これはできるだけそういう方向で堺市として実

施していくということでよろしいでしょうか。 

国のほうはよく知りませんが、介護予防のケアマネジメントをしていくうえ

で居宅介護支援事業所は関わりがないのですか。 

  

大谷委員  要支援の方のケアマネジメントは地域包括支援センターに指定を受けて、そ

こから委託です。それを今、直接指定という動きが検討されています。それは

すごくいいことです。 

国は、総合事業の介護予防マネジメントはあまり考えていないです。実は大

阪市はそれを非常に懸念しています。これをこのままやられたら地域包括支援

センターの機能強化のための業務削減のはずが余計混乱を招く。要は、使うサ

ービスによっては変わってしまいます。 

  

黒田会長  それは国の制度とも関わってくることですから、自治体からの予防の意味で

国へ意見を上げていくかたちで検討をお願いします。 

 他に何かご意見はございませんか。 

  

西尾委員  1点お聞きしたいのは、KGIの進捗状況について。KGIの中間指標が全くない

中で次の計画が立てられている。KGI の現状の推移はどうなっているか教えて

いただきたいと思います。資料 3の 3ページについてです。 

  

事務局  少しお調べする時間をいただけたらと思います。 

  

黒田会長  これは健康寿命の現状値と目標値というところです。これが今、どうなって

いるかもっと詳しくということですね。 
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発 言 者 発 言 内 容 

西尾委員  説明なく令和 8 年度の目標値が示されたので、今どうなっているのかをまず

教えていただきたいと思います。評価のしようがありません。 

  

黒田会長  2019年の堺市の健康寿命だと思いますが、男性 72.82年、女性 74.46年とあ

ります。 

  

事務局  長寿支援課の幸地です。今回の資料にはなかったですが、前回、第 1 回の資

料の中に KGI の現状が出ておりました。これは国の調査結果を元にしているの

で、かなりタイムラグがあります。実は令和元年の数字が今、把握している最

新の数字になります。 

計画策定の時点では、平成 28年の数字が最新で、その時で男性が 71.46年、

女性が 73.60 年だったのが、直近のデータでは令和元年時点で男性 72.82 年、

女性 74.46 年となっているので、少しタイムラグが出てきますが、少しずつは

延びてきているという状態になっています。 

  

西尾委員  推移を見ていく中での次の計画だと思いますので、分かりやすく説明いただ

ければと思います。 

 あと、それぞれの KPI の指標ですが、各大項目に対して KPI の指標というの

はあり得るのかなという内容にも取れるのですが、その下にあるカッコ書きの

項目、小項目から上を見た時に関係性のあるものとないものが混在するような

状況が見て取れるのですが、そういったところをどう考えていったらいいのか

を教えていただければありがたいと思います。 

  

黒田会長  KPIの設定に関するご意見、ご質問です。 

  

事務局  西尾委員は小項目についておっしゃっていましたが、何ページに載っている

ものでしょうか。 

  

西尾委員  例えば、資料 4の 7ページ、「3 高齢者が安心して暮らし続けられる都市・住

まいの基盤整備」というところで「見守りネットワーク登録事業所数」があり

ます。この数を今後、増やしていくということですが、これと下の（1）安心し

て暮らし続けられる住まいの確保との関係性が薄いのではないかという点で

す。 

 さらには、災害や感染対策と見守りネットワーク登録事業所数との関係性が

どうなのかについて、何も説明が入っていないと分かりにくいというところで

質問させていただきました。 

  



 16 

議        事        の        経        過 
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事務局  長寿支援課の青木です。この項目については、資料 4 の 7 ページの上部、「3 

高齢者が安心して暮らし続けられる都市・住まいの基盤整備」となっており、

高齢者の暮らしの安全・安心を確保する上で住まいの確保、生活の一体的な支

援が必要となることから、高齢者が安心して暮らし続けられる生活環境の整備

を示します、としております。 

大きなタイトルになってしまうのですが、安心というところで防災の観点も

住まいの観点もあります。また、暮らしやすさ、安心という点では見守りを受

けながら、高齢者が安心・安全に暮らしていけるというところも重要であると

考えています。高齢者自身、周りの方、医療も含めて協力しながら安心・安全を

つなげていこうということで、地域包括ケアシステムの趣旨にも合っているか

と思いますので、指標に掲げて取り組むことを検討しております。 

 

長寿社会部長の佐野です。少し補足をしますと、1 から 5 まで様々な施策に

ついて記載していますが、その中で 1 つ KPI を設定、記載というかたちになっ

ています。 

KPI を最初に載せて、その後に施策を載せるというところを踏襲しているの

ですが、先に KPIが出てしまうと、KPIに資する事業というかたちに見えてしま

っているのかなと西尾委員のご意見を聞いて思いました。その辺りが伝わるよ

うな記載の順序や書き方を検討させていただきたいと思います。貴重な意見あ

りがとうございます。 

  

西尾委員  多くの方にこれを読んでいただいて、やるべき内容がスムーズに伝わるよう

な書き方を工夫していただけたらありがたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。 

 人材確保の部分について、数値的なものではありませんが、人材不足による

サービス供給量が低下する事業所が散見されるようになってきています。ルー

ルはあるが、サービスが提供されなかったり、支援が欠如したりしますと、高

齢者の方々の継続した安定的な生活支援に非常に問題が生じてくるかと思いま

す。ぜひとも、様々なところで人材の部分が関わってくるとは思いますが、内

容をより充実するかたちで書いていただけましたらありがたいです。これは意

見です。 

  

黒田会長  人材確保は重要な課題だと思います。案件 1 に関してはこのぐらいにさせて

いただいて。 

 案件 2 に関しても、資料 5 から資料 7 までの説明が必要になります。まず資

料の説明を事務局からお願いします。 
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事務局 介護事業者課の増田でございます。 

 私からは、資料 4点について、ご説明いたします。 

 資料は、資料 5－1、資料 5－2、資料 6及び資料 7の 4点でございます。 

 このうち、資料 5－2及び資料 6につきましては、字句整備等により差し替え

が生じましたので、資料番号の右側に「（差替え）」と表記した資料を、机上配付

しております。お手数をおかけいたしますが、差替えの程よろしくお願いいた

します。 

資料 5－1について、ご説明いたします。 

本資料は、令和 5 年 9 月 1 日現在の介護保険施設の選定状況等を「公募によ

る開設」と「公募によらない開設」の 2つに分けて記載しております。「公募に

よる開設」とは、堺市介護保険事業計画で定めた介護保険施設等の整備目標に

基づき、本市が公募により事業者を選定したものです。「公募によらない開設」

とは、本市の公募によらず、事業者の申請に基づき本市が指定したものです。 

本資料記載の選定数等につきましては、広域型特別養護老人ホームの施設数、

開設予定地、日常生活圏域、校区等を記載しています。なお、記載内容につきま

しては、本日の分科会では配付しておりませんが、本年 7月 14日開催の第 1回

高齢者福祉専門分科会の配付資料「介護保険施設の選定状況等」の記載内容と

変更はありません。 

 資料 5－1の説明は以上でございます。 

 続きまして、資料 5－2について、ご説明いたします。 

本資料は、令和 5 年 9 月 1 日現在の入所系サービス、地域密着型サービス及

びその他として有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の施設数、定員

を日常生活圏域別に整理したものです。 

堺市介護保険事業計画に関する主な施設の件数は、広域型特別養護老人ホー

ムが 42 施設、地域密着型特別養護老人ホームが 12 施設、認知症対応型共同生

活介護（高齢者 GH）が 74施設、特定施設入居者生活介護が 41施設、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護が 4施設、小規模多機能型居宅介護が 23施設、看護小

規模多機能型居宅介護が 16施設となります。 

資料 5－2の説明は以上でございます。 

続きまして、資料 6について、ご説明いたします。 

「特別養護老人ホーム待機者状況等調査結果概要」について、ご説明いたし

ます。 

本調査は、調査基準日を令和 5 年 4 月 1 日として、本市内の広域型特別養護

老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホーム 合計 52 施設を対象に実施しま

した。 

なお、広域型特別養護老人ホーム 2施設については、平成 23年厚生労働省令

の改正により、一部ユニット型施設等の類型が廃止されたことにより、既存施
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設の一部を別施設として指定しております。このことにより、指定施設数とし

ましては、既存 2施設の指定に新規指定 2施設を加え 4施設となっていますが、

一体的に運営されていることから、2施設として調査を実施しました。 

回答施設数は 52施設、回答率は 100％でした。また、前回、令和 2年 2月に

実施した調査結果につきましては、参考としまして令和 5 年の右側に括弧書き

で記載しております。 

アンケート回答内容について、順次ご説明いたします。 

「1 入所申込者数」は、合計 2,945人で、重複申込を含んでいる人数です。1

施設平均は 56.6 人と前回調査と比べて 45.5 人の減となっています。要介護度

別の割合は、要介護 3～5 の割合が 98.4％と、前回調査と比べると 2.9 ポイン

トの増となっています。 

「2 入所申込みから入所までに要した期間」は、平均 140日、前回調査と比

べると 54日の短縮となっています。 

「3 施設が考えている入所申込者の近年の傾向」は、「減っている」が 50％

と、前回調査と比べると 29.1ポイントの増でした。また、「増えている」が 7.7％

と、前回調査と比べると 20.2ポイントの減となっています。 

「4 施設が考えている入所の現状」は、「介護者がいないなどで在宅での介護

が困難になってきている」が 84.6％と、前回調査と比べて 5.5ポイントの増と

なっています。 

「5 入所申込者の今後の推移」は、「やや減る・かなり減る」が 57.7％と、前

回調査と比べると 20.5 ポイントの増でした。また、「やや増える・ますます増

える」は 19.2％と、前回調査と比べると 15.7ポイントの減となっています。 

「6 特養の新規開設・増床の意向」は、「現時点では未定」が 63.5％と、前回

調査と比べて 7.7ポイントの増、「どちらも行いたくない」は 19.2％と、前回調

査と比べて 13.4ポイントの減、「増床は行いたいが、新規開設は行いたくない」

は 13.5％と、前回調査と比べて 11.2ポイントの増となっています。 

 2ページをご覧ください。「7 新規開発・増床の両方又は一方を行いたくない

理由」は、設問 6 において、回答項目 2～4 を選択した 18 事業所の回答を集計

したものです。 

「介護職員などの人員の確保が困難」が 88.9％と最も多いですが、前回調査

と比べて 4 ポイント減となっています。続いて「新規開設(増床)後の経営の見

通しが不透明」が 72.2％と、前回調査と比べて 15.1ポイントの増となっていま

す。 

「8 減床・一時休止の意向」は、「今のところ、減床・部分休止の意向はない」

が 96.2％と最も多く、前回調査と比べて 0.8ポイントの増となっています。 

「9 居室の定員について」は、「居室の定員は 1人が望ましい」「居室の定員

は 4人までが望ましい」がいずれも、前回調査と比べて減となる一方、「わから
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ない」が 30.8％と、前回調査と比べて 19.2ポイントの増となっています。 

 3ページをご覧ください。続きまして、「有料老人ホーム・サービス付き高齢

者向け住宅事業者アンケート結果概要」について、ご説明いたします。 

本調査は、調査基準日を令和 5年 6月 1日として、本市内の有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅、合計 236施設を対象に実施しました。 

回答施設数は 191施設、回答率は 80.9％でした。特定施設入居者生活介護につ

いては、「うち 特定」と表記し、内数でお示ししています。なお、令和 2年 2月

に実施した前回の調査結果につきましては、参考としまして令和 5 年の右側に

括弧書きで記載しています。 

アンケート回答内容について、順次ご説明いたします。 

「1 入居者の状況」では、「入居者数」は 6,539 人と前回調査と比べて約 2.8

倍の増となっています。「入居者の要介護度」は、「自立・要支援」及び「要介護

1・2」の割合は、前回調査と比べていずれも割合として減となっている一方、

「要介護 3～5」は 61.0％と、前回調査と比べて 10.2 ポイントの増となってい

ます。「入居者の世帯構成」は、単身者が 96.5％を占め、前回調査と比べて 1ポ

イントの増となっています。「入居者の年齢層」は、90 歳以上が 30.2％で最も

多く、次いで 85～89歳が 26.5％、80～84歳が 18.3％で、前回調査と同様の順

番でした。 

 4ページをご覧ください。「2 施設が考える入居者数の近年の傾向」は、「変わ

らない」が最多の 51.3％でしたが、前回調査と比べると 17.2ポイントの減とな

っています。 

「3 施設が考える入居者が増えている理由」は、「認知症などで一般住宅での

介護が困難になってきている」が最多の 77.3％でしたが、前回調査と比べると

13.6ポイントの減となっています。一方「有料老人ホーム・サービス付き高齢

者向け住宅が一般的に周知されてきた」は前回調査では 0％でしたが、今回の調

査では 40.9ポイントと大幅な増となっています。 

「4 施設が考える入居者が減っている理由」として、「経済面での負担が大き

い」が最多の 51.0％、次いで「重度化した高齢者に対応できないものがある」

が 40.8％、「特別養護老人ホームやグループホームなどへ入所を希望する人が

増えている」が 24.5％と、前回調査と比べていずれもポイントは増となってい

ます。特に「重度化した高齢者に対応できないものがある」は 22.6ポイントの

増となっています。 

「5 入居を待っている人数・入居を断った人数」については、「入居待ちの人

数」は、1施設平均 1.3人で、前回調査時と変化はありません。「満室のため入

居を断った人数」は、1施設平均 1.1人で、こちらは前回調査の 2.0人と比べて

減となりました。また、「満室以外で入居を断った人数」は、１施設平均 0.7人

と、前回調査と比べて 0.2 人の減となり、「断った理由」は、「医療ニーズがマ
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ッチしなかった」が 83.9％と最も多く、前回調査と比べて 18.5ポイントの増と

なっています。 

 5ページをご覧ください。「6 退所人数」は、「死亡以外の退去理由として多い

もの」が「医療的ケアニーズの高まり」が最も多く、65.4％と、前回調査と比べ

て 2.9 ポイントの増でした。「退所者のうち、死亡以外の行き先」は、「病院」

が最も多く、73.3％と、前回調査と比べて 6.6ポイントの増となっています。 

「7 入居促進等のための家賃等の減額の有無」は、「減額したことはない」が

77.0％で、前回調査と比べて 7ポイントの増となっています。 

「8 今後の事業展開への考え」は、「現状を維持する」が 50.3％と最も多く、

前回調査と比べて 42.1 ポイントの増となっています。また、「有料・サ高住だ

けでなく、ほかの介護保険サービスも展開していきたい」は 12.0％と、前回調

査と比べて 8.1ポイントの減となっています。「展開していきたいと考えている

サービス種別」は、「訪問看護」が最も多く、47.8％と前回調査と比べて 7.8ポ

イントの増となっています。 

 資料 6の説明は以上でございます。 

 続きまして、資料 7のうち、1ページ及び 2ページ記載の「Ⅰ 施設整備につ

いて」ご説明いたします。 

「国の基本指針・介護保険制度の見直し」の項についてご説明いたします。 

国公表の第 9 期介護保険事業(支援)計画の基本指針では、地域の中長期的な人

口動態等を適切に捉え、第 9期計画においては施設サービス、居住系サービス、

地域密着型サービスをバランスよく組み合わせた、介護サービス基盤の計画的

な確保が求められています。 

高齢者人口がピークを迎える 2040年を見通すと、85歳以上人口が急増し、医

療・介護双方のニーズのある要介護高齢者が急増することが見込まれているこ

とから、居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介

護看護など地域密着型サービスの更なる普及等、地域の実情に応じた介護サー

ビス基盤の整備が重要であるとしています。 

介護保険制度の見直しについては、2 割負担の判断基準等について年末に向

けて議論が行われる予定です。 

続きまして、「第 9期計画における施設整備等整備必要見込数の検討」につい

てご説明いたします。 

特別養護老人ホームについては、令和 5 年 4 月現在の入所申込者をもとに推

計したところ、必要見込数は 338 人となりました。積算につきましては、点線

囲み内の①から③記載の方法によります。 

認知症高齢者グループホームについては、令和 5 年 7 月現在の待機者をもと

に推計したところ、必要見込数は 40人となりました。積算につきましては、点

線囲み内の①及び②記載の方法によります。 
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介護老人保健施設については、令和 5年 7月現在、待機者数 60人に対し、空

床数は 230床となっております。 

介護医療院については、令和 5年 7月現在、待機者はなく、空床数は 13床と

なっています。 

 2 ページをご覧ください。第 9 期計画の整備方針案でございます。方針案に

つきましては、読み上げさせていただきます。 

在宅での生活が困難な要介護高齢者の入所施設として、特別養護老人ホーム

だけでなく、入所希望者の状態像に沿った入所系サービスの整備を進めるとと

もに、できる限り住み慣れた地域において在宅での生活ができるよう介護サー

ビスの基盤整備を進める。 

特別養護老人ホームについては、国の動向や本市の入所申込者の状況等に鑑

みて、一定数の整備を行う。 

認知症高齢者グループホームについては、今後ますます増加することが予測

される認知症高齢者に対応すべく、一定数の整備を行う。 

特定施設入居者生活介護については、増加する有料老人ホーム及びサービス

付き高齢者向け住宅における介護サービスの質の確保という観点からも、既存

施設からの転換も含めて整備を行う。 

居宅要介護者の在宅生活を支えるため、区域や日常生活圏域における定期巡

回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型

居宅介護の地域密着型サービスの更なる普及、充実を図る。 

資料 7のうち「Ⅰ 施設整備について」の説明は、以上でございます。 

私からの説明は、以上でございます。 

 

長寿支援課の寺口です。続きまして、「Ⅱ 実施事業」について、ご説明させて

いただきます。 

 引き続き、資料 7の 2ページをご覧ください。 

 地域支援事業は、「要支援・要介護状態となることを予防し、要介護状態とな

った場合でも、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができる

ように支援する」という考え方に基づいた事業です。 

 市町村が実施する事業で、以下に記載の（1）「介護予防・日常生活支援総合事

業」、（2）「包括的支援事業及び任意事業」の 2つの事業から構成されています。 

 第 9期におきましても各事業に紐づく事業を継続して実施していきます。 

 続いて、資料 3 ページ上段の「重層的支援体制整備事業」は、地域住民の複

合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、対

象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を

一体的に行うことを目的とした事業です。 

 令和 6年 4月からは、これまで介護保険事業特別会計で実施してきた事業を、
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「重層的支援体制整備事業」の一部に位置付けて実施することとなります。 

 具体的には、地域支援事業の「包括的支援事業」に位置付けて実施しており

ました「地域包括支援センターの運営」、「権利擁護サポートセンターの運営」

を「重層的支援体制整備事業」の中の「包括的相談支援事業」に、また、「生活

支援コーディネーター配置事業」、「地域のつながりハート事業」を「地域づく

り事業」に位置付けて実施します。 

 財源につきましては、介護保険事業特別会計から一般会計に繰り出し、一般

会計の事業として実施することとなりますが、これまでと財源構成に変わりは

ありません。 

 

 介護保険課の定光です。 

続きまして、「Ⅲ 介護保険給付費及び介護保険料について」を説明します。 

 まず、「1 給付費の見込み」です。 

 第 9 期計画期間中の給付費見込みの推計は、国が提供する「地域包括ケア見

える化システム」というシステムにより、第 8 期の給付実績や伸び率等に基づ

き、作業を進めています。 

介護保険給付費の見込みですが、第 9 期計画中においても要介護等認定者数

の増加等により、全般的に介護保険給付費及び地域支援事業費とも、増加の見

込みです。資料に記載のとおり、第 8 期の見込み額は 3 年間で約 2514 億 3600

万、第 9 期の 3 年間の見込み額は、現時点では約 2752 億 4100 万、約 9.4％の

伸びとなっています。なお、令和 6 年度介護報酬改定及び介護保険制度改正の

内容がまだ国から示されていないため、現時点では、これらの影響は反映でき

ていない見込額であることをご承知ください。 

 次に、「2 介護保険料について」です。 

（1）被保険者負担率、これは、先ほどご説明した給付費をどのような財源で

負担しているかということですが、右側の「財源構成」という円グラフをご覧

ください。 

円グラフで示されているように、給付費をすべて保険料で賄うのではなく、

全体の 50％を国・府・市からの公費、残りの半分を保険料で負担しています。

保険料負担のうち、65 歳以上の第１号被保険者負担率は第 8 期と同じ 23％で

す。 

 次に(2)の財政調整交付金の見直しについてです。 

先ほどの円グラフの調整交付金 5％となっている部分の積算の見直しについ

てです。 

この調整交付金は、後期高齢者の割合や所得水準の違いによって生じる保険

料水準の格差を是正するために国から交付されるものです。 

後期高齢者加入割合の違いに係る補正係数については、第 8 期では要介護認
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定率と介護給付費により補正が行われましたが、第 9 期からは介護給付費のみ

で補正を行い、高齢者に対する調整機能が強化される予定となっております。 

 調整交付金は 5％を基本に、市町村によって増減します。堺市は現在 5％を超

える交付をうけており、見直し後も 5％を超える見込みです。 

 そして(3)本市の保険料設定の考え方です。 

本市では、現在、保険料所得段階を国の標準である 9 段階から、さらに細分

化し、16段階としておりますが、現在、国において、低所得者の保険料上昇抑

制のため、標準 9 段階の多段階化、高所得者に係る保険料基準額に対する割合

の引上げ、低所得者に係る基準額に対する割合の引下げが検討されております。

本市においても、被保険者の負担能力に応じた、きめ細やかな保険料の所得段

階になるよう検討を行います。 

また、急激な給付費等に対応できるよう積み立てている介護給付費準備基金

につきましては、保険料の上昇を抑えるため、財政状況を踏まえながら、可能

な限り投入することを検討します。 

以上でございます。 

  

黒田会長  資料 5から資料 7まで説明していただきました。 

案件 2に関して、ご自由にご意見あるいは質問があればご発言ください。 

  

岸本委員  アンケートについてですが、前回の分科会の時も業者さんの切実なる気持ち

が表れていたかと思います。前回は令和 2 年に実施し、今回は令和 5 年にされ

たということですが、令和 2 年から令和 5 年の間に市としてどのような対応を

されたのでしょうか。 

それから、このアンケート調査を実施して何をしようとしているのか、その

辺についてお聞かせください。 

  

事務局  介護事業者課の増田です。委員のご質問についてお答えします。それぞれの

事業所における待機者数、この実数を確認したいということで調査を行ってい

るところです。事業所の実情を把握しながら施設の整備にあたっての判断材料

として活用させていただきます。以上です。 

  

岸本委員  令和 2 年以降ということは、コロナの時ですから、コロナの間にどのような

体制だったかということも確認されたと思いますが、比較はできないと思いま

す。令和 2年以前にもアンケートを実施されているのでしょうか。 

  

事務局  介護事業者課の増田です。令和 2 年度以前もアンケートを実施しているとこ

ろです。令和 2 年度については、当然、コロナで大変な状況でありました。前
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回のアンケートは令和 2 年 2 月ですので、コロナの入り口にあたります。入居

者については当然それまで入居されている方の情報がほとんどです。これが令

和 3 年度となるとかなり大きな影響が出ていたかと思うのですが、それらの状

況を鑑み、大きくはずれていないと考えています。 

  

黒田会長  待機者がどれくらいいるのかということは、次の第 9 期の介護保険料をどう

するかということとも関係があるだろうと思います。 

これから施設をどれぐらい増やしていくかということに関連し、それが介護

保険料にも関係し、保険料を考えていく上での基礎的な資料にもなっています。 

  

事務局  介護事業者課の増田です。会長のおっしゃるとおりで、施設整備数について

は、介護保険料に多大な影響を与える要素ですので、慎重に考えていきたいと

思っています。 

  

黒田会長  他に何かご意見、お気付きの点はございませんか。 

資料 5－2について、先ほどの特別養護老人ホームへのアンケート、それから

有料老人ホーム・サ高住に対するアンケートを見ますと、この 3 年ぐらいの間

に特別養護老人ホームも増えてはいるが、有料老人ホーム・サ高住の増え方が

著しいということが分かります。そして、有料老人ホームでも入居している人

の要介護度は要介護 3～5の方が半数以上で、かなり介護度が高い方です。一般

の有料老人ホームにも入っているわけです。 

 有料老人ホームの中には特定施設に指定されているところもあるが、特定施

設に指定されている介護型の有料老人ホームよりもそれ以外の有料老人ホーム

のほうが要支援の 3～5の割合が多いという結果が出ています。これを見て、実

態はここまで変わってきているのだなと思いました。 

 結局、特別養護老人ホームに代替する施設に有料老人ホームやサ高住がなっ

てきているのだという印象を受けたのですが、その印象は正しいでしょうか。 

  

事務局  介護事業者課の増田です。有料老人ホームに要介護度の高い方がいらっしゃ

るということで、やはり施設でのケアから在宅でのケアというところになって

きているかと思います。国もその方向性であるわけです。われわれ堺市におい

てもやはり地域での生活支援を重視したいと考えています。 

  

宮田委員  有料老人ホームとサ高住を足すと特養や老健、グループホームよりもはるか

に多い。伸び数が非常に大きい。保険料を考える時、今までであれば特養の数

などで、ある程度は見込むことができたが、どんどん増えていっています。そ

れは堺市がコントロールできるものでもありません。 
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 ケアプランの点検や資料 2 の時にも出ていましたが、地域包括ケアシステム

審議会の中でもサ高住や住宅型有料老人ホームとかのケアプランについて、や

はりこれも様々な事業所があって、運営主体がころころ変わるような事業所も

あります。様々な事業所がありますが、中には指定のケアマネジャーさんから

本人のニーズにかかわらず要介護 4 なら 4、要介護 5 なら 5 の上限までヘルパ

ーの数を増やすという指示を受けてやっているという話を聞いたりもします。 

 私は介護認定審査会で要介護度を見ていると、本人の状態に合っているのか

なというようなものもあります。やはり様々な運営指導ということもあります

が、なかなか追いついていないところはあると思います。適正な介護保険の給

付費のためには、サ高住と有料老人ホームが全体の大きなところになってくる

と思います。その辺りをしっかり考えていく必要があるのかなと思います。 

  

大谷委員  今、宮田先生がおっしゃったように、これが全国同じような比率だと分かる

のですが、大阪は全国 1 位で、しかも 2 位の東京の倍ぐらいで圧倒的に多いで

す。もちろん大阪府や堺市でコントロールできるものではありませんが、圧倒

的に施設が多い。そうなると、介護費も全国の中で圧倒的に多くなっている。

人材もそちらにいくようなところもあります。 

先ほどおっしゃったようなケアプランでチェックと言いましても、ケアプラ

ンで位置づけたヘルパー以外はサポート費として施設が出したりすることがあ

るので、そこはチェックが非常にしにくい状況にあるかなと思います。 

 施設に入っていた方は、認定が軽くなるよりも重くなるほうが多い。それは

データを調べたら分かると思いますが、その辺りから何か切り口に対策が必要

になるのではないかと思います。 

  

黒田会長  有料老人ホーム・サ高住に入居している方のケアプランの内容が妥当なもの

か検討することも大事だというご意見だと思います。 

 結局、有料老人ホームもサ高住も家です。在宅サービスに含まれることにな

っていて、施設サービスではないわけです。特定施設でなければ、内部の事業

者からのサービスを利用するということになりますから、そこで介護支援専門

員がケアプランを立てているわけです。その妥当性のチェックがうまくできる

ような仕組みを作っていけばいいと思います。 

 何かありませんか。 

  

宮本委員  私も職務上、いろいろな相談を受ける機会が多いのですが、今、宮田委員か

らありましたように、以前に比べてケアマネジャーさんに対する信頼度はどう

なっているのでしょうか。 

ケアマネジャーさんは付いていますかと聞くと、付いていますと言われます。
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その方に相談したり、支援の希望について話し合ったりしますかと聞くと、プ

ランを立ててはくれるけれども、何が必要なのかというやり取りがあまりなか

ったり、こういう施設だったらこういうのがあるよという安心できるようなお

話をしていただけないと言われます。どうしたらいいですかというお問い合わ

せが最近あります。 

ケアマネジャー全体ではありませんし、一部の方だと思いますが、最近懸念

しています。数も増えましたので、様々な方がいるのだろうとは思うのですが、

地域包括支援センターに一度聞いてみましょう、一緒に行きましょうという話

を出していただくのですが、水先案内と言いますか、そういったところがちょ

っと弱いのではないかという気もいたします。 

 それから先ほど意見がありました、保険料の設定の考え方のところについて

は、非常に悩ましいところではあります。低所得、中間層と 16段階設けていた

だいているのですが、所得の高い人は人数が少ないです。これから必要な予算

を考えていくことになると、もっと高額な方の層を作ってはどうかと思うので

すが、ただ、高額所得層は非常に少ないので、それで対応できるものでもない

のかなという気もいたします。どういった層にどのように分けていくのか、増

やすのか、減らすのか。ぎりぎりのところで非常に困っていらっしゃる方もお

られますので、そういったところもよく見ていただいて、階層を増やすにして

もどこの層なのかというところもぜひご検討いただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

  

黒田会長  他に何かございませんか。 

  

種橋委員  有料老人ホームとサ高住のアンケートの 5 ページになりますが、退所人数の

ところで令和 2年度の医療的ケアニーズの高まりは 45施設ですが、令和 5年は

125 施設になっています。令和 2 年から令和 5 年に掛けての 3 年間で 3 つの理

由が増えているわけですが、その方々がこの先どうなったのかというところが

このアンケートでは追えません。ご本人さんたちが納得して次のところにつな

がったのかどうか、その辺りも追っていただければと思います。 

  

黒田会長  このアンケート結果をどのように読み取るか、何か補足はありますか。 

  

事務局  介護事業者課の増田です。今回は待機者を中心に伺っているアンケートでし

て、項目数についても、計画策定にあたり内容もより効果的なものへと様々考

えていきたいと考えております。今日は貴重なご意見ありがとうございました。 

  

黒田会長  これを見ると、有料老人ホーム、サ高住から医療的ケアニーズが高まったり、
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介護度がさらに進んだりして、病院に移ったり、特別養護老人ホームから介護

保険施設に移ったりした方もいることが分かります。そういう動き、流れがか

なりあるのだろうと思います。 

 他に何かご意見はありますか。 

  

大江委員  資料 6 の特養の申し込みから入所までに要した期間が 140 日で、令和 2 年度

よりは減っているのですが、やはり待機がかなり多いと思います。居宅での生

活を希望される方が多いとはおっしゃいますが、実感としてですが、もちろん

お元気な頃は居宅でと思っておられますが、けがや病気をされたりした時には

施設にというように気持ちが変わっていかれる方がたくさんいる中で特養は足

りているのか。有料老人ホームやサ高住に入っておられる方の中にも、本当は

特養に入りたかったけれども選択肢がないとケアマネジャーに言われてここに

なったというような方がアンケートの裏側にいらっしゃるのではないかと思っ

ております。 

個々の本当のニーズを聞き取って反映させていけるようにお願いしたいと思

います。 

  

黒田会長  ご意見として伺います。他に何かご意見はありませんか。 

 これからの介護保険の事業の施設整備の方向性の中に地域で、在宅で生活を

継続したいという方のために小規模多機能型居宅介護とか看護小規模多機能型

居宅介護を増やすということが書いてあります。ただ地域密着型サービス以上

に有料老人ホームやサ高住が伸びている。結局、こういった地域密着型サービ

スの存在を市民があまりご存じない面があるのではないかと思うのですが、い

かがでしょうか。 

 有料老人ホーム、サ高住ができると、そこに施設ができたというかたちで受

け止めることが多いと思いますが、有料老人ホーム、サ高住が施設サービスで

はなく、居宅サービスであるという認識も実は少ないのではないかと思います。 

 だから介護保険に関連して、サービスの内容をもっと理解してもらう必要が

あるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。現場におられていかが

でしょうか。 

  

西尾委員  やはり有料老人ホーム、サ高住、その他介護保険の事業も少しずつ年を追う

ごとに増えています。メニューも多様になっています。ただ、それが使われる

方にまでなかなか伝わっていないのではないかと思います。私たちでも知らな

いこともあります。 

中継ぎをしていただく医療の関係者であったり、居宅の方々であっても、そ

このところを一通り説明されるんですが、情報がそれしかありません。他にた
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くさん選択肢があったとしても、今の状態はそれだと。次の状態になった時に

どうするかという情報がない。制度が変わっていないわけではなくて変わって

きているが、固定されたものと思っていらっしゃる方が意外と多いです。 

待機の状況にしても、2～3年待ちですねと言われますが、もうそんなに長く

待っていただかないといけないことはありません。ただ、一部長く待ってもら

わなければならないケースもあります。そうしたところは個別に対応していく

という流れを取る必要はあると思います。 

まずは多くの市民さんに今の介護保険の流れを知っていただく機会をもっと

増やしていかないといけないと思います。本来であれば、ケアマネジャー等が

水先案内人として中継ぎをしていただく役割を持ちますが、堺市全域の市民さ

んの状態を見ていると、まだまだ不足しているなと。そういった機会を増やし

ていくことが非常に重要だと思います。 

  

黒田会長  ありがとうございました。時間がかなり迫ってまいりました。案件 1、案件 2

を通じて何かご意見はありませんか。 

  

種橋委員  案件 1 について、様々なポジションの人たちの意見をどのように計画に反映

させていくかが重要だと思います。本人に聞かなければ分からないこともある

と思いますので、アンケートだけではなかなか出てこないこともあると思いま

す。今回の計画では難しいかもしれませんが、次回の計画の時にでも、実情に

ついて情報収集をお願いできたらと思っています。 

  

黒田会長  昨年度にアンケート調査をしています。ですから、アンケート調査のデータ

ももっと活用したい。それを分析した内容も考えて、計画に活用できればと思

います。 

  

大江委員  資料 4 の 9 ページ、（5）権利擁護の部分の虐待対策についてですが、認知症

の人の支援をすることによって虐待を起こさない、起こさせない体制を作ると

あります。孤立してしまって、自分で抱え込んでしまって、介護サービスにア

クセスできなくて虐待に走ってしまっているということも聞きます。虐待が起

きてしまった時は対応して高齢者、障害者の方を保護していく。ただ、養護者

自身も苦しんでいたり、支援を必要としていたりすることが多いので、そうい

う視点を入れていただければと思います。 

  

黒田会長  高齢者虐待の防止や権利擁護の視点、これから認知症の方も増えてくること

が予想されていますし、とても重要な課題だと思います。他に何かご意見あり

ませんか。 
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大谷委員  資料 1 について、第 8 期と第 9 期を見比べた時に、高齢者が安心して暮らせ

る住まいのところで、KPI は BCP から見守りネットワーク登録事業者になりま

した。この地域は南海トラフのリスクや上町断層のリスクがある中で、次期計

画において災害に関する施策が小さくなったように見えます。 

 例えば、個別避難計画策定について数値化する等、災害、防災に関する何か

の施策から KPIにつなげることが必要ではないかと思います。 

  

黒田会長  防災の視点について、検討いただければと思います。 

  

宮田委員  特別養護老人ホームの入所について、例えば、要介護 5、4といった介護度の

重い方については比較的すぐに入れるという認識があるのですが、一般の方に

とっては、今まで特養というのはなかなか入れない。 

今、サ高住や有料老人ホームを斡旋する会社が誘導したりすることがあると

聞きます。本人にとってはもっと安いところがあるにもかかわらずです。また、

それに関わってるのが身元保証です。国でもいろいろ議論になっています。斡

旋業者と身元保証の会社があって、この辺は規制がありません。入所する時に

本来は身元保証人はいらないはずですが、施設や病院に入る時に身元保証人や

身元引受人を求めるところもあります。市民にとって負担が非常に重くなって、

本当は特別養護老人ホームに入所できるのに入所しにくくなるといったところ

があるのではかと思います。 

その辺りの規制についても、市というよりも、国でもなかなか手こずってい

るところです。実態として、特に身元保証は利益重視の事業所も一部あります

ので、十分調査をしていただきたいと思っています。 

  

黒田会長  斡旋する会社があるということは知りませんでした。斡旋して、その人が入

居した場合には、今度はサ高住や有料老人ホームからその業者に何か支払われ

るのでしょうか。 

  

大谷委員  先生がおっしゃるとおりです。高齢者住宅の数が非常に多くなっています。

実際、高齢者住宅は数が多いから 2週間以内に大体入ることができます。 

 うちのグループにも特養がいくつかあるのですが、この数値よりも特養の待

機者は少ないが、2週間で入れるかというとそうではない。微妙なスピード感が

そういうようなかたちになっているのだろうなと思います。実はこの特養の待

機者の数も実態ではない。例えば、50名待機していても、すぐに入れる方は 10

名いないぐらいだと思います。その辺の微妙なスピード感がこういうところに

表れにくい。 
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黒田会長  他にご意見ないでしょうか。案件 1、案件 2について検討してまいりました。

ないようであれば、本日の分科会はこれにて終了させていただきます。 

 あとこの分科会は 3 月までに 2 回開催する予定となっています。委員の皆さ

まにはお忙しいと存じますが、引き続きよろしくお願いします。 

  

事務局  長寿社会部長の佐野と申します。本日も貴重な意見ありがとうございました。

また、説明等が不十分な点がありましたこと、申し訳ございませんでした。本

日、権利擁護や施設整備の考え方など様々ご意見を頂戴いたしました。いただ

いたご意見を元に次の分科会では計画の素案をご提示できるようにさせていた

だきたいと思っています。 

また、施設整備の整備数についても次回、お示ししたいと思っておりますの

で、1 か月後ということで大変短いスパンで皆さまにはご足労お掛けすること

になると思いますが、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。 

 （終了） 

 


